
こんにちは！SMILE 社労士の小森です
社会保険労務士の業界、そして人事業界で「給与計算」に携わるようになり、
気づけば10年を超えました。

給与計算は、①時間集計 ②雇用契約書 ③就業規則 ④雇用保険料 ⑤社会保険料
 この5つの情報を正しく読み解き、反映させる仕事です。

「これらを正確に扱える専門家こそが、社会保険労務士なんですよ」
 そう教えてくださった社労士の先輩の言葉が、
私を給与計算の道へと導いてくれました。

以来、私も一生懸命に向き合いお客様の、
そして自社の給与計算に取り組んでいます。
 それでも10年経っても慣れることはなく、
毎回気を張り、目を配り…データ送信のときには
今でも「えいっ！」と声が出てしまいます（笑）
それでもやはり、社労士としてやりがいのある仕事です。

給与計算は、会社の“今”が映る鏡。
 そして、労使の絆を正しく結ぶ大切なコミュニケーションでもあります。

そのお支えができること、そして「兆し」が見えたときにいち早くお声がけできること——
 それこそが、私たちSMILEの大切な使命だと感じています。
先日「ランチタイムに30分、給与計算実務検定の演習問題に一緒に取り組んでみない？」
と声をかけてみたところ「やりたいです！」と、スタッフの田嵜・石原も前向きに手を挙げてくれました。

「給与計算をもっと理解して、田嵜さんの支えになりたいです」
 ——これは、弊社に入社して初めて給与計算に挑戦している石原の言葉。
 一方の田嵜は、前職から事業会社の人事部で給与計算に携わっていましたが、「やればやるほど
深い業務だと感じます」と、気持ちを新たにしています。

これからも、正確さと誠実さをもって、「人と組織の笑顔を守る給与計算」を遂行してまいります。

Message From SMILE2025
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News letter
社会保険労務士法人 SMILE より
皆様のお役に立つ経営・人事労務に関する情報をお届けします



 

  

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025 年（令和 7 年）11 月号 

11 月 00 日 

人事・労務に役立つ NEWS LETTER 

事 務 所 通 信 11  
2025 

令和 7 年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。 

国税庁からは、令和 7 年９月の末頃に「年末調整がよくわかるページ（令和 7 年分）」を開設したとの案内もありま

した。今年の年末調整においては、基礎控除の見直し等に対応する必要があり、定額減税への対応に迫られた昨年に続

き、例年よりも手間がかかることが予想されます。また、通勤手当に係る非課税限度額の改正が行われる場合には、

“年末調整での対応が必要となることがある”ことも示唆されています。 

令和７年分の年末調整に関する各種の情報（通勤手当に係る非課税限度額の改正の動向を含む）については、「年末

調整がよくわかるページ」でも確認することができます。 

「年末調整がよくわかるページ（令和７年分）」を開設（国税庁） 

令和7年10月からの厚生労働省関係の主な制度変更 対応はお済みですか？ 

･･････････････････国税庁の「年末調整がよくわかるページ（令和 7年分）」のトップ画面･････････････････ 

厚生労働省では、年度の始めや半ばに、同省関係の主な制度変更を表にまとめて公表しています。「令和

7 年 10 月からの厚生労働省関係の主な制度変更」も公表されていますので、特に、雇用・労働関係の変更について

は、対応できているか否かを、今一度ざっと確認しておきましょう。 

（次ページへ続く） 

 

★年末調整につい

て、国税庁のサポー

トは充実している

といえますが、それ

でも、不明な点が出

てくると思います。

そんなときには、気

軽にお声掛けくだ

さい。 

発行：社会保険労務士法人 SMILE 
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11/ 10 ● 10 月分の源泉所得税・住民税特別徴収税の納付 

11/ 15 ● 所得税予定納税額の減額申請期限（第 2 期分のみ） 

12/1 ● 10 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ９月決算法人の確定申告と納税・2026 年 3 月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 所得税予定納税額の納付（第 2 期分） 

令和６年度の雇用均等関係法令の施行状況 是正指導が最も多かったのは？ 

 厚生労働省から、「令和６年度 雇用環境・均等部（室）における雇用均等関係法令の施行状況について」

が公表されました。そのポイントを紹介します。 

※ここでいう雇用均等関係法令……「男女雇用機会均等法」、「労働施策総合推進法（パワハラを規定）」、「パートタイム・有期雇用労働法」、

「育児・介護休業法」の４法をいいます。 

◆あとがき◆令和６年度は「パートタイム・有期雇用労働法」に関する是正指導が最も多い結果となりました。パート・有期

の方は管理項目が多く、一律に整備するのが難しいからこその結果ではないかと思います。指導を受けるのは辛いものですが、

迅速に改善することで職場環境をより良くするきっかけにもなります。サポートが必要な際はぜひご相談ください。 

･････令和６年度 雇用環境・均等部（室）における雇用均等関係法令の施行状況／是正指導の状況のポイント･････ 

★公表された施行状況では、是正指導の状況の前提として、相談の状況も集計されており、また、４法ごとに、相

談の状況、是正指導の状況などが集計されています。雇用均等関係法令への対応に問題がないかを確認する際の参

考になると思いますので、必要であれば、気軽にお声掛けください。 

 

お仕事 
カレンダー 

11月 
 

【雇用・労働関係】 

□ 最低賃金額の改定……すべての労働者とその使用者が対象 

〇すべての都道府県において、時間額 63 円から 82 円の引上げとなる（全国加重平均 1,121 円）。令和７年

10 月１日から順次適用。 

□ 教育訓練休暇給付金の創設……雇用保険の一般被保険者が対象（その雇用する一般被保険者が受給するた

めには、事業主においても就業規則の整備や手続について一定の対応が必要） 

○労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業

給付（基本手当）に相当する給付として賃金の一定割合を受給できるようになる。 

□ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充……すべての事業主と労働者が対象 

○３歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な

働き方を実現するための措置を複数講じ、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。ま

た、子が３歳になるまでの適切な時期に、当該措置の個別の周知と利用意向の確認を義務付ける。 

○妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前の適切な時期に、労働者の仕事と育児の両立に関する意向を個別

に聴取し、当該意向に配慮することを事業主に義務付ける。 

･･･････････････････････令和 7年 10月からの厚生労働省関係の主な制度変更（抜粋）･･･････････････････ 

★未対応の制度変更がある場合は、制度の説明・対応に向けたアドバイスなどをさせていただきますので、気軽に

お声掛けください。 

＜是正指導の状況＞ 

●全体 

・雇用環境・均等部（室）が行った雇用均等関係法令（４法）に関する是正指導件

数は、44,436 件であった。 

・内訳をみると、男女雇用機会均等法関係が 5,087 件（構成割合 11.4％）、労働施

策総合推進法関係が 2,720 件（6.1％）、パートタイム・有期雇用労働法関係が

28,299 件（63.7％）、育児・介護休業法関係が 8,330 件（18.7％）であった。 

●是正指導が行われた件数が最も多かった 

「パートタイム・有期雇用労働法関係（28,299 件：構成割合 63.7％）」における指導事項の内容 

・是正指導の対象となった事項は、「第６条第１項関係（労働条件の文書交付等）」が 6,899 件（24.4％）と最

も多く、次いで「第 14 条第１項関係（措置の内容の説明）」が 4,612 件（16.3％）、「第 13 条関係（通常の

労働者への転換）」が 3,821 件（13.5％）、｢第８条関係（不合理な待遇差の禁止）｣が 3,653 件（12.9％）、

｢第 17 条関係（短時間・有期雇用管理者の選任）｣が 2,927 件（10.3％）となっている。 
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こんなとき どうしたらいい？

弊社サイト「お問合せ」ページ、またはFAXにてお気軽にお問い合わせください

人を雇ったら？「労働保険？」「雇用保険？」「健康保険？」

給与計算から天引きする保険料の金額って毎月変わるの？変わらないの？

労働保険料の申告書が届いたけど、これってどうやって書くの？

算定基礎届、っていう書類が届いたけど、これはどうやって届出するの？

給与計算をするとき、残業の割増が必要になるのはどこから？率は？

給与計算ソフトの設定がわからない～！

年次有給休暇ってどんな制度？どんな人が使えるの？

退職者から「離職票をください」と言われた！どうやって作成？どこに届出？

従業員が結婚することに♡ 「扶養家族にしたいです」…手続きは？

従業員が妊娠しました！「出産手当金」!?「育児休業」!?保険料の免除!?

従業員が介護で仕事が続けられない!?「介護休業」ってどんな制度!?

従業員が仕事中にケガをしてしまった！「労災保険」ってどうやって申請するの？

従業員が病気になってしまった！「傷病手当金」って制度は使えるの？

法律に合った＆我が社に合った就業規則 『ワークルール』 を創りたい！

労働カレンダーをつくるときに気を付けることはどんなこと？

シフト制で働いてもらうときに気を付けるのはどんなこと？

事業所名

ご担当者 様

連絡先


